
≪知多南部広域環境センターごみ処理施設≫

11.3　一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

［廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3第2項（公表）、第8条の4（記録及び閲覧）］

令和4年度

○処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量［施行規則第4条の5の2第1号イ、第4条の7第1号イ］

R4.4月 R4.5月 R4.6月 R4.7月 R4.8月 R4.9月 R4.10月 R4.11月 R4.12月 R4.1月 R4.2月 R4.3月 合計

○　不燃・粗大ごみ処理量

Ｒ4.4月 Ｒ4.5月 Ｒ4.6月 Ｒ4.7月 Ｒ4.8月 Ｒ4.9月 Ｒ4.10月 Ｒ4.11月 Ｒ4.12月 Ｒ4.1月 Ｒ4.2月 Ｒ4.3月 合計

○燃焼室中の燃焼ガスの温度（連続測定）、集じん器に流入する燃焼ガスの温度（連続測定）、煙突から排出される

排ガス中の一酸化炭素の濃度（連続測定）［施行規則第4条の5の2第1号ロ、第4条の7第1号ロ］

○冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月［施行規則第4条の5の2第1号ハ、第4条の7第1号ハ］

・冷却設備（ボイラー）

・排ガス処理設備（バグフィルター）…空気式（パルスエア方式）洗浄装置による連続除去

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度及びばい煙量又はばい煙濃度［施行規則第4条の5の2第1

号ニ、第4条の7第1号ニ］

・ダイオキシン類の濃度

※各炉ダイオキシン類濃度は年に１回測定しています

・ばい煙濃度

［1号炉］

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

161
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0.04

（0.01）

430

（30）

250
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［2号炉］

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

161

（30）

0.04

（0.01）

430

（30）

250

（50）

※各炉ばい煙濃度は1ヵ月に１回測定しています

※知多南部広域環境センターごみ処理施設建設運営事業竣工により、当施設は令和4年4月1日より稼働しています
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連続測定結果は、ごみ処理施設で公表します
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